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法学会記事・民事法研究会記事

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
三
十
八
年
七
月

t
九
月
)

五
、
七
月
一
二
日
(
水
)

O
河
川
法
の
改
正

六
、
七
月
六
日
{
土
)

O
裁
判
官
任
貯
制
度
に
つ
い
て

七
、
七
月
一
二
日
(
金
)

O
長
谷
川
正
安
「
憲
法
学
史
」
(
日
本
近
代
法
発
達
史
講
座
所
収
)
の
紹

介

中

村

陸

男

八
、
七
月
一
八
日
(
木
)

。
ポ
ポ
ロ
事
件
(
最
高
裁
昭
和
三
八
年
五
月
二
二
日
判
決
)

今

村

金

良

雄

沢
山

昇

成

和

九
、
七
月
二
六
日
(
金
)

O
中
世
の
知
行
に
つ
い
て

O
憲
法
と
条
約

一
O
、
九
月
二

O
R
(金
)

。
財
産
権
を
制
限
す
る
条
例
の
合
憲
性
(
最
高
裁
昭
和
三
八
径
六
月
二
六

日
判
決
)

高石

一助

野 井

雄 良

神

谷

昭

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
八
年
七
月

t
九
月
)
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六
、
七
月
五
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
代
位
弁
済
と
根
抵
当
権
の
移
転
(
昭
和
三
七
年
九
月
一
八
日
判
決
民

集
二
ハ
巻
九
号
一
九
七

O
頁

)

五

十

嵐

清

註
五
十
嵐
、
民
商
法
雑
誌
四
八
巻
六
号
九
四
三
頁

O
母
と
非
嫡
出
子
聞
の
親
子
関
係
と
認
知
(
悶
和
三
七
年
四
月
二
七
日
判

決

民

集

一

六

巻

七

号

一

二

四

七

頁

)

石

川

恒

夫

O
債
権
者
の
代
理
人
と
称
し
て
債
権
を
行
使
す
る
者
に
対
す
る
民
法
第
四

七
八
条
の
適
用
の
有
無
等
(
昭
和
三
七
年
八
月
二
一
日
判
決
民
集
一

六
巻
九
号
一
八

O
九

頁

)

川

井

健

七
、
七
月
一
九
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
強
制
執
行
を
免
れ
る
た
め
に
し
た
財
産
の
仮
装
譲
渡
が
不
法
原
因
給
付

に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
昭
和
三
七
年
六
月
一
二
日
判
決

民
集
一
六
巻
七
号
一
一
二

O
五

頁

)

小

林

克

彦

O
賃
料
延
滞
に
よ
る
賃
貸
借
の
解
除
と
転
借
入
に
対
す
る
催
告
の
要
否

(
昭
和
三
七
年
三
月
二
九
日
判
決
民
集
二
ハ
巻
三
号
六
六
二
頁
)

神

田

孝

夫

O
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
臼
に
よ
っ
て
解
雇
さ
れ
た
労
的
考
が
解
雇

期
間
内
に
他
の
職
に
つ
い
て
刺
益
を
得
た
場
合
、
使
用
者
が
、
労
仇
者

に
解
一
展
期
間
中
の
賃
金
-
一
を
支
払
う
に
あ
た
り
、
右
利
得
金
額
を
賃
金
額

か
ら
搾
除
す
る
こ
と
の
可
否
等
(
昭
和
三
七
年
七
月
二

O
R判
決

民



集

二

ハ

巻

八

号

一

六

五

六

頁

)

佐

保

雅

子

O
不
当
労
仇
行
為
に
よ
っ
て
解
雇
さ
れ
た
労
仇
者
が
解
雇
期
間
内
に
他
の

職
に
つ
い
て
収
入
を
得
た
場
合
、
労
仇
委
員
会
は
、
い
わ
ゆ
る
救
済
命

令
に
お
い
て
使
用
者
に
対
し
遡
及
賃
金
の
支
払
い
を
命
ず
る
に
あ
た
り

右
収
入
の
額
を
遡
及
賃
金
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か

(
昭
和
三
七
年
九
月
一
八
日
判
決
民
集
一
六
巻
九
号
一
九
八
五
頁
)

五

十

嵐

清

民事法研究会記事・公法研究会記事

八
、
九
月
二
二
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
人
的
抗
弁
の
存
在
に
つ
ま
手
形
所
持
人
の
前
者
が
善
意
で
あ
っ
た
場
合

と
手
形
法
第
一
七
条
但
書
の
適
用
(
昭
和
二
一
七
年
七
月
六
日
判
決
民

集
一
六
巻
五
号
一

O
一

三

頁

)

曽

根

理

之

O
代
理
人
が
本
人
名
義
の
記
名
捺
印
を
も
っ
て
し
た
手
形
振
出
は
有
効
か

(
昭
和
三
七
年
七
月
六
日
判
決
民
集
一
六
巻
七
号
一
四
九
一
頁
)

渡

辺

正

昭

O
「
鬼
ご
っ
こ
」
中
の
傷
害
行
為
に
違
法
性
が
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
昭

和
三
七
年
二
月
二
七
日
判
決
民
集
一
六
巻
二
号
四

O
七
頁
)

中

川

良

延

九
、
九
月
二
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
国
税
徴
収
法
第
一
七
八
条
と
受
益
者
ま
た
は
転
得
者
の
善
意
の
挙
証
責

任
、
い
わ
ゆ
る
代
物
弁
済
的
譲
渡
担
保
が
許
害
行
為
を
構
成
す
る
と
さ

れ
た
事
例
(
昭
和
三
七
年
三
月
六
日
判
決
民
集
一
六
巻
三
号
四
三
七

頁

)

藤

原

雄

三

O
下
請
負
人
の
被
用
者
の
不
法
行
為
に
つ
き
元
請
負
人
が
民
法
第
七
一
五

条
の
責
任
を
負
う
た
め
の
要
件
等
(
昭
和
コ
一
七
年
一
二
月
一
四
日
判
決

民

集

二

ハ

巻

一

二

号

二

三

六

八

頁

)

神

田

孝

夫

O
責
任
の
限
度
額
な
ら
び
に
保
証
期
間
の
定
め
の
な
い
根
保
証
の
相
続
性

(
昭
和
三
七
年
一
一
月
九
日
判
決
民
集
二
ハ
巻
一
一
号
二
二
七

O
頁
)

五

十

嵐

清

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
八
年
七
月
1
九
月
)

六
、
七
月
五
日
(
金
)
判
例
研
究

O
地
方
自
治
法
一
四
条
五
項
に
よ
る
条
例
へ
の
罰
則
の
委
任
は
憲
法
三
一

条
に
違
反
し
な
い
か
(
最
高
裁
昭
和
三
七
年
五
月
三

O
日
判
例
時
報

一二

O
三

号

二

頁

)

林

茂

保

O
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
六
条
の
二
第
一
項
の
相
続
人
の
意
義
(
最
高

裁
昭
和
三
七
年
六
月
一
四
日
判
例
時
報
三

O
八
号
一
七
頁
)

神

谷

昭

O
公
務
員
の
故
意
に
基
づ
く
職
権
濫
用
行
為
に
つ
い
て
は
公
務
員
個
人
と

し
て
不
法
行
為
責
任
が
あ
る
(
大
阪
高
裁
昭
和
三
七
年
五
月
一
七
日

判
例
時
報
三

O
八

号

二

二

頁

)

深

瀬

忠

一

七
、
七
月
一
九
日
(
金
)
判
例
研
究

O
行
政
処
分
の
蝦
庇
が
客
観
的
に
明
白
で
あ
る
こ
と
の
意
義
(
最
高
裁
昭

和
三
七
年
七
月
五
日
判
例
時
報
ご
一

O
九
号
一

O
頁
)

中

村

陸

男

O
退
職
願
の
撤
回
が
信
義
に
反
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
最
高
裁
昭
和
三
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公法研究会記事・政治学研究会記事

七
年
七
月
一
三
日

判
例
時
報
三
一

O
号
二
五
頁
)
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林

茂

保

八
、
九
月
二
二
日
(
金
)
判
例
研
究

。
伊
勢
湾
台
風
と
提
防
設
置
の
液
伎
の
有
無
(
名
古
屋
地
裁
昭
和
三
七
年

一
O
月
一
一
一
日
判
例
時
報
三
一
三
号
四
頁
)
今
村
成
和

。
工
作
物
除
却
後
は
除
却
命
令
及
び
代
執
行
令
書
発
布
処
分
の
無
効
確
認

を
求
め
る
利
益
は
な
い
(
東
京
地
裁
昭
和
コ
一
七
年
一

O
月
一

O
日

判

例

時

報

三

一

六

号

一

四

頁

)

熊

本

信

夫

O
贈
与
税
債
権
の
消
滅
時
効
(
東
京
地
裁
昭
和
コ
一
七
年
一

O
月
一
八
日

判

例

時

報

コ

二

八

号

一

五

頁

)

神

谷

昭

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会

(
昭
和
三
八
年
七
月
I
九
月
)

一
、
隔
週
水
曜
日

O

呂
・
0浮

g
問。同国ど
¥
U
2
5
2田
n
M
S
L
F
O
C吋官ロル

N
5
8
0同

HVDEs-EEmω
ョ
研
究
会

二
、
八
月
十
日
(
土
)

o
r
c円
守
口
ロ

EmpnaE『
奇
句
。
一
』
t
g
w
u
の
紹
介

阿

部

四

且E

一
、
九
月
一
八
日
(
水
)

O

イ
ギ
リ
ス
政
党
制

JlI 

晃


